
 

 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
案
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文
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次

 

○

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

１ 

○

防
衛
省
が
調
達
す
る
装
備
品
等
の
開
発
及
び
生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

２ 

○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

４ 
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○

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案

現

行

 
 

（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
副
本
部
長
）

（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
副
本
部
長
）

第
二
十
四
条

本
部
に
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
副
本
部
長
（
次
項
及
び
次
条
第
二

第
二
十
四
条

本
部
に
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
副
本
部
長
（
次
項
及
び
次
条
第
二

項
に
お
い
て
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
並
び
に
内
閣

項
に
お
い
て
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
並
び
に
内
閣

府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
命

府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
命

担
当
大
臣
で
あ
っ
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受
け
て
同
法
第
四
条
第
一
項
第
三

担
当
大
臣
で
あ
っ
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受
け
て
同
法
第
四
条
第
一
項
第
三

十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同
条
第
三
項
に
規

十
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同
条
第
三
項
に
規

 
 

定
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の
を
も
っ
て
充
て
る
。

定
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
も
の
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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○

防
衛
省
が
調
達
す
る
装
備
品
等
の
開
発
及
び
生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案

現

行

 
 

（
指
定
装
備
移
転
支
援
法
人
の
指
定
及
び
業
務
）

（
指
定
装
備
移
転
支
援
法
人
の
指
定
及
び
業
務
）

 
 

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
同
上
）

 

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下

２

（
同
上
）

 
 

こ
の
節
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

こ
の
法
律
又
は
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
（
令

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又

和
六
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い

 

を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

者

 
 

を
経
過
し
な
い
者

 
 

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

 
 

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
同
上
）

 
 

（
装
備
品
等
秘
密
の
指
定
等
）

（
装
備
品
等
秘
密
の
指
定
等
）

第
二
十
七
条

防
衛
大
臣
は
、
防
衛
省
と
装
備
品
等
の
研
究
開
発
、
調
達
、
補
給
若

第
二
十
七
条

防
衛
大
臣
は
、
防
衛
省
と
装
備
品
等
の
研
究
開
発
、
調
達
、
補
給
若

し
く
は
管
理
若
し
く
は
装
備
品
等
に
関
す
る
役
務
の
調
達
又
は
自
衛
隊
の
使
用
す

し
く
は
管
理
若
し
く
は
装
備
品
等
に
関
す
る
役
務
の
調
達
又
は
自
衛
隊
の
使
用
す

る
施
設
の
整
備
に
係
る
契
約
（
装
備
移
転
仕
様
等
調
整
の
実
施
に
係
る
契
約
を
含

る
施
設
の
整
備
に
係
る
契
約
（
装
備
移
転
仕
様
等
調
整
の
実
施
に
係
る
契
約
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
装
備
品
等
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
事
業

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
装
備
品
等
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
事
業

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
契
約
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
装
備

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
契
約
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
装
備

品
等
契
約
を
履
行
さ
せ
る
た
め
、
装
備
品
等
又
は
自
衛
隊
の
使
用
す
る
施
設
に
関

品
等
契
約
を
履
行
さ
せ
る
た
め
、
装
備
品
等
又
は
自
衛
隊
の
使
用
す
る
施
設
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
（
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
第
一

す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
（
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
第
一
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項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
が
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
が
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
る
秘
密
に
該
当
す
る
情
報
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
そ
の
漏
え
い
が

い
こ
と
と
さ
れ
る
秘
密
に
該
当
す
る
情
報
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
そ
の
漏
え
い
が

我
が
国
の
防
衛
上
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必

我
が
国
の
防
衛
上
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
も
の
（
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
第
一
条
第
三

要
で
あ
る
も
の
（
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
第
一
条
第
三

項
に
規
定
す
る
特
別
防
衛
秘
密
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
特
別
防
衛
秘
密
及
び
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第

項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
及
び
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
取
り
扱
わ
せ
る
必

法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
経
済
安
保
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
装
備
品
等
秘
密
に
指
定
し
、
そ
の
指
定
の

。
）
を
取
り
扱
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
装
備
品
等
秘
密

有
効
期
間
を
定
め
た
上
で
、
当
該
装
備
品
等
秘
密
を
当
該
契
約
事
業
者
に
提
供
す

 

に
指
定
し
、
そ
の
指
定
の
有
効
期
間
を
定
め
た
上
で
、
当
該
装
備
品
等
秘
密
を
当

る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

該
契
約
事
業
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
同
上
）
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○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 

改

正

案

現

行

 

 
 

 
 

 
 

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

 
 

 

第
四
条

内
閣
府
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
行
政
各
部
の
施
策

第
四
条

（
同
上
）

 
 

 

の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
次
に
掲
げ
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に

 
 

 

総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
（
内
閣
官
房
が
行
う
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

 
 

 
 

五
号
）
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

 
 

 
 

一
～
三
十
四

（
略
）

一
～
三
十
四

（
同
上
）

 

三
十
五

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法

（
新
設
） 

 

 

律
第

号
）
に
基
づ
く
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
の
た
め
の

 
 

 

基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

三
十
六

孤
独
・
孤
立
対
策
（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
（
令
和
五
年
法
律
第
四

三
十
五

孤
独
・
孤
立
対
策
（
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
（
令
和
五
年
法
律
第
四

 

 

十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
第
二
十
七
号
の
六
に
お

十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
に
お

 

 
 

 
 

い
て
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

い
て
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
政
策
に
関
す
る
事
項

 
 

 
 

２

（
略
）

２

（
同
上
）

 
 

 

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す

３

（
同
上
）

 
 

 
 

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 
 

 
 

一
～
二
十
七
の
三

（
略
）

一
～
二
十
七
の
三

（
同
上
）

 

二
十
七
の
四

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

（
新
設
） 

 

 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
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の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

二
十
七
の
五

（
略
） 

二
十
七
の
四

（
同
上
） 

二
十
七
の
六

（
略
） 

二
十
七
の
五

（
同
上
） 

二
十
八
～
六
十
三

（
略
）

二
十
八
～
六
十
三

（
同
上
）


